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日
蓮
聖
人
教
学
に
お
け
る
仏
法
の
弘
通
（
二
）

―
四
依
の
菩
薩
を
中
心
と
し
て
―

庵
　
谷
　
行
　
亨

二　

仏
法
と
そ
の
弘
通
者

仏
法
と
そ
の
弘
通
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
付
法
蔵
や
付
嘱
等
が
あ
る
。
付

法
蔵
は
仏
法
を
付
託
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
相
承
す
る
こ
と
、
付
嘱
は
仏
が
教

法
を
付
し
そ
の
弘
通
を
委
託
す
る
こ
と
で
あ
る
。

１　

付
法
蔵

付
法
蔵
に
つ
い
て
は
、
日
蓮
聖
人
は
摩
耶
経（

１
）・
大
悲
経（
２
）・『
付
法
蔵
因
縁
伝（
３
）』

等
に
よ
り
、
仏
滅
後
に
お
け
る
代
々
の
弘
通
者
と
そ
の
役
割
を
認
識
さ
れ
て
い

た
。『

開
目
抄
』
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

①
世
尊
付
法
蔵
経
に
記
云
我
滅
後
一
百
年
に
阿
育
大
王
と
い
う
王
あ
る
べ

し
。
摩
耶
経
云
、
我
滅
後
六
百
年
に
龍
樹
菩
薩
と
い
う
人
南
天
竺
出
べ
し
。

一　

は
じ
め
に

本
稿
は
、
能
弘
の
師
で
あ
る
「
四
依
の
菩
薩
」
を
中
心
と
し
て
「
日
蓮
聖
人

教
学
に
お
け
る
仏
法
の
弘
通
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
全
体
を
三

回
に
分
け
て
お
り
、
第
一
回
は「
日
蓮
聖
人
教
学
に
お
け
る
仏
法
の
弘
通（
一
）」

（『
日
蓮
学
』
第
四
号
）
と
し
て
、
主
に
「
五
義
の
概
要
」「
四
依
の
菩
薩
」
に

つ
い
て
述
べ
た
。

続
い
て
こ
こ
で
は「
日
蓮
聖
人
教
学
に
お
け
る
仏
法
の
弘
通（
二
）」と
し
て
、

付
法
蔵
と
付
嘱
を
視
点
と
し
て
「
仏
法
と
そ
の
弘
通
者
」、
付
嘱
に
つ
い
て
の

「
天
台
大
師
の
解
釈
」
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

さ
ら
に
今
後
、「
日
蓮
聖
人
教
学
に
お
け
る
仏
法
の
弘
通
（
三
）」（『
身
延
論

叢
』
第
二
十
六
号
）
と
し
て
、「
日
蓮
聖
人
教
学
に
お
け
る
仏
法
弘
通
の
次
第
」

に
つ
い
て
考
察
す
る
予
定
で
あ
る
。



日
蓮
聖
人
教
学
に
お
け
る
仏
法
の
弘
通
（
二
）日（
日
日
）

二

大
悲
経
云
、
我
滅
後
六
十
年
に
末
田
地
と
い
う
者
地
を
龍
宮
に
つ
く
（
築
）

べ
し
。
此
等
皆
仏
記
の
ご
と
く
な
り
き（

４
）。

②
仏
付
法
蔵
経
等
に
記
云
、
我
滅
後
に
正
法
一
千
年
が
間
、
我
正
法
を
弘
べ

き
人
、
二
十
四
人
次
第
に
相
続
す
べ
し
。
迦
葉
・
阿
難
等
は
さ
て
を
き
ぬ
。

一
百
年
の
脇
比
丘
、
六
百
年
の
馬
鳴
、
七
百
年
の
龍
樹
菩
薩
等
一
分
も
た

が
わ
ず
、
す
で
に
出
給
ぬ
。
此
事
い
か
ん
が
む
な
し
か
る
べ
き（

５
）。

付
法
蔵
経
（『
付
法
蔵
因
縁
伝
』）・
摩
耶
経
（
摩
訶
摩
耶
経
）・
大
悲
経
（
大

悲
華
経
）
に
よ
っ
て
仏
法
の
継
承
者
名
を
挙
げ
、
そ
れ
が
歴
史
的
事
実
と
合
致

し
て
い
る
と
し
て
「
仏
記
の
ご
と
く
な
り
き
」「
一
分
も
た
が
わ
ず
」「
い
か
ん

が
む
な
し
か
る
べ
き
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

『
十
月
分
時
料
御
書
』
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

摩
訶
摩
耶
経
云
六
百
年
馬
鳴
出
、
七
百
年
龍
樹
出
。
付
法
蔵
経
云
第
十
一

馬
鳴
第
十
三
龍
樹
等
云
云（

６
）。

摩
訶
摩
耶
経
と
付
法
蔵
経
と
に
よ
っ
て
、
論
師
出
現
の
時
や
付
法
蔵
の
順
番

を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

『
大
夫
志
殿
御
返
事
』
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

滅
後
の
一
日
よ
り
正
像
末
二
千
二
百
余
年
が
間
仏
の
御
使
二
十
四
人
な

り
。
所
謂
第
一
大
迦
葉
・
第
二
阿
難
・
第
三
末
田
地
・
第
四
商
那
和
修
・

第
五
俄
多
・
第
六
提
多
迦
・
第
七
弥
遮
迦
・
第
八
仏
駄
難
提
・
第
九
仏
駄

密
多
・
第
十
脇
比
丘
・
第
十
一
富
那
奢
・
第
十
二
馬
鳴
・
第
十
三
毘
羅
・

第
十
四
龍
樹
・
第
十
五
提
婆
・
第
十
六
羅
睺
・
第
十
七
僧
宛
難
提
・
第
十

八
僧
宛
耶
奢
・
第
十
九
鳩
摩
羅
駄
・
第
二
十
闍
夜
那
・
第
二
十
一
盤
駄
・

第
二
十
二
摩
奴
羅
・
第
二
十
三
鶴
勒
夜
奢
・
第
二
十
四
師
子
尊
者
。
此
二

十
四
人
金
口
所
レ

記
付
法
蔵
経
載
。
但
小
乗
権
大
乗
経
御
使
也
。
い
ま
だ

法
華
経
の
御
使
に
は
あ
ら
ず
。
三
論
宗
云
道
朗
・
吉
蔵
仏
使
也
。
法
相
宗

云
玄
奘
・
慈
恩
仏
使
也
。
華
厳
宗
云
法
蔵
・
澄
観
仏
使
也
。
真
言
宗
云
善

無
畏
・
金
剛
智
・
不
空
・
慧
果
・
弘
法
等
仏
使
也
。
日
蓮
勘
レ

之
云
全
非
二

仏
使
一。
全
非
二

大
小
乗
使（
７
）一。

付
法
蔵
二
十
四
名
の
名
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
は
「
小
乗
・
権
大
乗
経
の
御
使
」

で
あ
り
、「
法
華
経
の
御
使
」で
は
な
い
と
し
、
併
せ
て
諸
宗
の
諸
師
も
ま
た「
仏

使
」
で
も
「
大
小
乗
の
使
」
で
も
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
日
蓮
聖

人
は
、
付
法
蔵
経
（『
付
法
蔵
因
縁
伝
』）
等
の
説
示
に
基
づ
い
て
仏
滅
後
の
弘

通
者
を
具
体
的
に
指
摘
し
、
諸
宗
諸
師
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て

い
る
。

日
蓮
聖
人
に
と
っ
て
、
付
法
蔵
の
人
々
は
単
に
仏
法
を
相
承
し
た
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
、
数
々
の
難
に
遭
遇
し
な
が
ら
も
そ
れ
に
耐
え
て
き
た
先
師
で
も

あ
っ
た
。

文
永
八
年
一
〇
月
五
日
に
相
模
国
依
智
で
記
さ
れ
た
『
転
重
軽
受
法
門
』
に

は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

又
付
法
蔵
二
十
五
人
は
仏
を
の
ぞ
き
た
て
ま
つ
り
て
は
、
皆
仏
の
か
ね
て

記
を
き
給
る
権
者
な
り
。
其
中
第
十
四
提
婆
菩
薩
は
外
道
に
こ
ろ
さ
れ
、

第
二
十
五
師
子
尊
者
は
檀
弥
栗
王
に
頚
を
刎
ら
れ
、
其
外
仏
陀
密
多
・
龍

樹
菩
薩
な
ん
ど
も
多
の
難
に
あ
へ
り（

８
）。

涅
槃
経
の
転
重
軽
受
法
門
に
つ
い
て
説
明
し
、
不
軽
菩
薩
の
値
難
の
意
義
を
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述
べ
、
さ
ら
に
付
法
蔵
の
人
々
の
値
難
を
挙
げ
て
仏
法
弘
通
と
値
難
の
必
然
性

を
明
か
し
、
龍
口
斬
首
の
法
難
に
加
え
佐
渡
に
流
罪
さ
れ
て
い
く
自
身
の
正
統

性
を
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

『
開
目
抄
』
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

不
軽
品
云
悪
口
罵
詈
等
。
又
云
或
以
杖
木
瓦
石
而
打
擲
之
等
云
云
。
涅
槃

経
云
若
殺
若
害
等
云
云
。
法
華
経
云
而
此
経
者
如
来
現
在
猶
多
怨
嫉
等
云

云
。
仏
は
小
指
を
提
婆
に
や
ぶ
ら
れ
、
九
横
の
大
難
に
値
給
。
此
は
法
華

経
の
行
者
に
あ
ら
ず
や
。
不
軽
菩
薩
一
乗
の
行
者
と
い
わ
れ
ま
じ
き
か
。

目
連
は
竹
杖
に
殺
る
。
法
華
経
記
●
の
後
な
り
。
付
法
蔵
の
第
十
四
提
婆

菩
薩
・
第
二
十
五
の
師
子
尊
者
二
人
は
人
に
殺
ぬ
。
此
等
は
法
華
経
の
行

者
に
は
あ
ら
ざ
る
か（

９
）。

法
華
経
・
涅
槃
経
の
経
文
に
よ
っ
て
弘
通
者
の
値
難
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
釈
尊
さ
え
も
九
横
の
大
難
に
遭
遇
さ
れ
、
仏
弟
子
や
付
法
蔵
の
人
々
も

こ
ぞ
っ
て
大
難
に
値
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
ま
し
て
や
末
法
の
世
に
法
華
経
を
弘

通
す
る
者
は
大
難
に
値
う
こ
と
は
必
然
的
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
も
っ
て
、
値

難
の
付
法
蔵
者
は
「
法
華
経
の
行
者
に
は
あ
ら
ざ
る
か
」
と
さ
れ
て
い
る
。

『
報
恩
抄
』
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

馬
鳴
・
龍
樹
菩
薩
等
は
仏
滅
後
六
百
年
七
百
年
等
の
大
論
師
な
り
。
此

人
々
世
に
い
で
ゝ
大
乗
経
を
弘
通
せ
し
か
ば
、
諸
々
の
小
乗
者
疑
云
、
迦

葉
・
阿
難
等
は
仏
の
滅
後
二
十
年
四
十
年
住
寿
し
給
て
、
正
法
を
ひ
ろ
め

給
し
は
如
来
一
代
の
肝
心
を
こ
そ
弘
通
し
給
し
か
。
而
に
此
人
々
は
但

苦
・
空
・
無
常
・
無
我
の
法
門
を
こ
そ
詮
と
し
給
し
に
、
今
馬
鳴
・
龍
樹

等
か
し
こ
し
と
い
ふ
と
も
迦
葉
・
阿
難
等
に
は
す
ぐ
べ
か
ら
ず
。
是
一
。

迦
葉
は
仏
に
あ
ひ
（
値
）
ま
い
ら
せ
て
解
を
え
た
る
人
な
り
。
此
人
々
は

仏
に
あ
ひ
た
て
ま
つ
ら
ず
。
是
二
。
外
道
は
常
楽
我
浄
と
立
し
を
、
仏
世

に
出
さ
せ
給
て
苦
・
空
・
無
常
・
無
我
と
説
せ
給
き
。
此
も
の
ど
も
は
常

楽
我
浄
と
い
へ
り
。
是
三
。
さ
れ
ば
仏
も
御
入
滅
な
り
ぬ
。
又
迦
葉
等
も

か
く
れ
さ
せ
給
ぬ
れ
ば
、
第
六
天
の
魔
王
が
此
も
の
ど
も
が
身
に
入
か
は

り
て
仏
法
を
や
ぶ
り
、
外
道
の
法
と
な
さ
ん
と
す
る
な
り
。
さ
れ
ば
仏
法

の
あ
だ
を
ば
頭
を
わ
れ
、
頚
を
き
れ
、
命
を
た
（
断
）
て
、
食
を
止
め
よ
、

国
を
追
へ
と
、
諸
の
小
乗
の
人
々
申
せ
し
か
ど
も
、
馬
鳴
龍
樹
等
は
但
一

二
人
な
り
。
昼
夜
に
悪
口
の
声
を
き
き
、
朝
暮
に
杖
木
を
か
う
ふ
（
被
）

り
し
な
り
。
而
ど
も
此
二
人
は
仏
の
御
使
ぞ
か
し
。
正
く
摩
耶
経
に
は
六

百
年
に
馬
鳴
出
て
、
七
百
年
に
龍
樹
出
ん
と
説
か
れ
て
候
。
其
上
、
楞
伽

経
等
に
も
記
せ
ら
れ
た
り
。
又
付
法
蔵
経
に
は
申
に
を
よ
ば
ず
。
さ
れ
ど

も
諸
の
小
乗
の
も
の
ど
も
は
用
ず
。
但
理
不
尽
に
せ
め
し
な
り
。
如
来
現

在
猶
多
怨
嫉
況
滅
度
後
の
経
文
は
此
時
に
あ
た
り
て
少
し
つ
み
し
ら
れ
け

り
。
提
婆
菩
薩
の
外
道
に
こ
ろ
さ
れ
、
師
子
尊
者
の
頚
を
き
ら
れ
し
、
此

事
を
も
つ
て
お
も
ひ
や
ら
せ
給
へ）

（（
（

。

仏
滅
後
の
付
法
蔵
の
先
師
が
数
々
の
難
に
値
い
な
が
ら
弘
法
に
身
命
を
捧
げ

た
事
例
を
具
体
的
に
挙
げ
、「
此
事
を
も
つ
て
お
も
ひ
や
ら
せ
給
へ
」
と
自
身

の
値
難
が
付
法
蔵
の
先
師
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、「
法
華
経
の

行
者
」
と
し
て
の
正
統
性
を
示
さ
れ
て
い
る
。

付
法
蔵
は
二
十
三
人
説
・
二
十
四
人
説
・
二
十
五
人
説
が
あ
る
。
こ
れ
は
釈



日
蓮
聖
人
教
学
に
お
け
る
仏
法
の
弘
通
（
二
）日（
日
日
）

四

尊
を
加
え
る
か
否
か
と
阿
難
伝
中
の
末
田
地
の
取
り
扱
い
に
よ
る
相
違
で
あ

る
。『
大
夫
志
殿
御
返
事
』
で
は
二
十
四
人
、『
転
重
軽
受
法
門
』
で
は
二
十
五

人
、『
開
目
抄
』
で
は
二
十
四
人
と
二
十
五
人
の
両
方
の
記
載
が
見
ら
れ
る
。

２　

付
嘱

日
蓮
聖
人
に
お
け
る
付
嘱
の
法
門
は
、
法
華
経
如
来
神
力
品
第
二
十
一
所
説

の
別
付
嘱
を
正
意
と
す
る
。
日
蓮
聖
人
は
、
別
付
嘱
に
至
る
法
華
経
の
教
え
を

虚
空
会
を
中
心
と
し
た
経
説
に
立
脚
し
て
受
容
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
端
的
に

示
す
も
の
が
起
顕
竟
の
法
門
で
あ
る
。『
新
尼
御
前
御
返
事
』
に
は
次
の
よ
う

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

今
此
の
御
本
尊
は
教
主
釈
尊
五
百
塵
点
劫
よ
り
心
中
に
を
さ
め
さ
せ
給
、

世
に
出
現
せ
さ
せ
給
て
も
四
十
余
年
、
其
後
又
法
華
経
の
中
に
も
迹
門
は

せ
す
ぎ
て
、
宝
塔
品
よ
り
事
を
こ
り
て
寿
量
品
に
説
き
顕
し
、
神
力
品
属

累
に
事
極
て
候
し
が
、（
略
）
我
五
百
塵
点
劫
よ
り
大
地
の
底
に
か
く
し

を
き
た
る
真
の
弟
子
あ
り
。
此
に
ゆ
づ
る
べ
し
と
て
、
上
行
菩
薩
等
を
涌

出
品
に
召
出
さ
せ
給
て
、
法
華
経
の
本
門
の
肝
心
た
る
妙
法
蓮
華
経
の
五

字
を
ゆ
づ
ら
せ
給
て）

（（
（

・
・
。

起
顕
竟
の
法
門
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
見
宝
塔
品
は
虚
空
会
の
始

ま
り
で
、
宝
塔
中
に
二
仏
並
坐
さ
れ
た
釈
尊
が
「
三
箇
の
勅
宣
」
を
発
し
て
滅

後
の
弘
経
を
勧
奨
さ
れ
た
。
こ
れ
を
承
け
て
勧
持
品
で
は
会
座
の
菩
薩
・
声
聞

達
が
此
土
・
他
土
の
弘
経
を
誓
い
「
二
十
行
の
偈
」
を
述
べ
て
「
我
不
愛
身
命

但
惜
無
上
道
」
の
決
意
を
示
す
。
従
地
涌
出
品
で
釈
尊
は
他
土
の
菩
薩
の
弘
経

の
請
い
を
斥
け
、
大
地
の
下
よ
り
地
涌
菩
薩
を
召
出
し
、
弥
勒
菩
薩
の
問
い
に

答
え
て
、
地
涌
菩
薩
は
「
久
遠
教
化
の
弟
子
」（
久
遠
の
弟
子
）
で
あ
る
こ
と

を
明
か
さ
れ
た
。
如
来
寿
量
品
で
は
釈
尊
の
久
遠
本
事
（
久
遠
実
成
の
仏
）
を

開
顕
し
、「
顛
倒
の
凡
夫
」（
末
代
の
劣
悪
機
）
を
救
済
す
る
良
薬
（
妙
法
）、

お
よ
び
娑
婆
世
界
が
常
住
の
浄
土
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
れ
た
。
如
来
神
力
品
で

は
地
涌
菩
薩
の
滅
後
弘
経
の
誓
い
を
受
け
て
十
神
力
を
現
じ
、
法
華
経
を
要
法

に
結
ん
で
上
行
等
の
地
涌
菩
薩
に
付
嘱
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
人
に
お
い
て
は
別

付
嘱
、
法
に
お
い
て
は
結
要
付
嘱
で
あ
る
。

起
顕
竟
を
要
約
す
る
と
、
起
は
、
法
師
品
の
「
滅
後
の
弘
経
」
と
見
宝
塔
品

の
虚
空
会
に
お
け
る
「
三
箇
の
勅
宣
」、
顕
は
、
従
地
涌
出
品
の
「
本
化
涌
出
」

と
如
来
寿
量
品
の
「
久
遠
実
成
の
開
顕
」、
竟
は
、
如
来
神
力
品
の
「
結
要
の

別
付
嘱
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
本
師
（
久
遠
実
成
の
仏
・
三
身
顕
本
の

仏
）、
本
法（
久
成
の
法
・
要
法
の
題
目
）、
本
土（
常
住
の
浄
土
・
娑
婆
浄
土
）、

本
化
（
地
涌
菩
薩
・
上
行
菩
薩
）
が
開
顕
さ
れ
、
如
来
滅
後
末
法
の
仏
法
が
決

せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

三　

天
台
大
師
の
解
釈

日
蓮
聖
人
が
虚
空
会
に
見
た
起
顕
竟
の
法
門
は
、
天
台
大
師
の
法
華
経
解
釈

に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
る
。
天
台
大
師
は
宝
塔
品
・
涌
出
品
・
寿
量
品
・
神
力

品
等
の
解
釈
に
お
い
て
、
地
涌
菩
薩
へ
の
要
法
付
嘱
の
必
然
性
を
論
じ
た
。
日

蓮
聖
人
は
こ
れ
を
承
け
て
「
末
法
に
お
け
る
仏
法
弘
通
の
大
事
」
を
法
華
経
の
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歴
史
の
必
然
と
捉
え
、
そ
の
実
現
に
邁
進
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

１　

宝
塔
品
の
証
前
起
後

宝
塔
の
涌
現
に
つ
い
て
天
台
大
師
は
『
法
華
文
句
』
巻
八
に
次
の
よ
う
に
釈

し
て
い
る
。

塔
を
出
す
を
両
と
な
す
。
一
に
音
声
を
発
し
て
も
つ
て
前
を
証
し
、
塔
を

開
き
て
も
つ
て
後
を
起
こ
す
。
証
前
と
は
三
周
の
説
法
は
皆
こ
れ
真
実
な

る
こ
と
を
証
す
。（
略
）
起
後
と
は
も
し
塔
を
開
か
ん
と
欲
せ
ば
す
べ
か

ら
く
分
身
を
集
め
て
玄
を
明
か
し
て
付
嘱
す
べ
し
。
声
は
下
方
に
徹
し
、

本
弟
子
を
召
し
て
寿
量
を
論
ず）

（（
（

。

証
前
は
多
宝
如
来
の
「
善
哉
善
哉
の
音
声
」
で
迹
門
の
教
え
が
真
実
で
あ
る

こ
と
の
証
明
、
起
後
は
「
開
塔
」
で
本
門
を
起
こ
す
、
と
す
る
。
さ
ら
に
起
後

に
「
分
身
来
集
」「
明
玄
」「
付
嘱
」「
声
徹
下
方
」「
召
本
弟
子
」「
論
寿
量
」

の
義
を
見
て
い
る
。「
分
身
来
集
」
は
釈
尊
の
久
遠
性
、「
明
玄
」
は
付
嘱
の
法

が
要
法
で
あ
る
こ
と
、「
付
嘱
」
は
別
付
嘱
の
儀
、「
声
徹
下
方
」
は
本
弟
子
地

涌
菩
薩
の
召
出
、「
論
寿
量
」は
釈
尊
の
久
遠
実
成（
顕
本
）を
示
し
た
も
の
で
、

本
門
の
涌
出
品
・
寿
量
品
・
神
力
品
を
踏
ま
え
た
解
釈
で
あ
る
。

日
蓮
聖
人
は
こ
の
釈
を
承
け
て
『
開
目
抄
』
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
。

証
前
の
宝
塔
の
上
起
後
の
宝
塔
あ
て
、
十
方
の
諸
仏
来
集
せ
る
、
皆
我
が

分
身
な
り
と
な
の
ら
せ
給
、
宝
塔
は
虚
空
に
、
釈
迦
・
多
宝
坐
を
並
べ
、

日
月
の
青
天
に
並
出
せ
る
が
ご
と
し
。（
略
）
こ
れ
寿
量
品
の
遠
序
な
り
。

始
成
四
十
余
年
の
釈
尊
、
一
劫
十
劫
等
已
前
の
諸
仏
を
集
て
分
身
と
と
か

る
。（
略
）
天
台
云
分
身
既
多
当
知
成
仏
久
矣
等
云
云）

（（
（

。

宝
塔
品
の
証
前
起
後
を
「
寿
量
品
の
遠
序
」
と
さ
れ
て
い
る
。
宝
塔
品
は
迹

門
の
経
説
で
あ
る
が
、
虚
空
会
の
儀
に
本
門
を
見
る
こ
と
は
天
台
大
師
の
釈
に

よ
っ
て
い
る
。
日
蓮
聖
人
は
宝
塔
品
・
勧
持
品
・
涌
出
品
・
寿
量
品
・
神
力
品

と
続
く
虚
空
会
の
経
説
に
「
仏
滅
後
末
法
の
法
華
経
」
を
覚
知
さ
れ
た
の
で
あ

る
。２　

宝
塔
品
の
付
嘱
有
在

宝
塔
品
の
「
付
嘱
有
在
」
に
つ
い
て
天
台
大
師
は
『
法
華
文
句
』
巻
八
に
次

の
よ
う
に
釈
し
て
い
る
。

此
に
二
意
あ
り
。
一
に
近
令
有
在
と
は
八
万
二
万
の
旧
住
の
菩
薩
に
対
し

て
此
土
に
弘
宣
せ
し
む
。
二
に
遠
令
有
在
と
は
本
弟
子
の
下
方
千
界
微
塵

に
付
し
て
触
処
に
流
通
せ
し
む
。
ま
た
寿
量
を
発
起
す
る
な
り）

（（
（

。

宝
塔
品
の
「
付
嘱
有
在
」
を
近
令
有
在
と
遠
令
有
在
に
分
類
し
、
近
令
有
在

は
旧
住
菩
薩
の
此
土
弘
宣
、
遠
令
有
在
は
本
弟
子
地
涌
菩
薩
の
触
処
（
此
土
。

娑
婆
世
界
）
流
通
と
す
る
。

こ
れ
に
対
し
妙
楽
大
師
は
『
法
華
文
句
記
』
に
次
の
よ
う
に
釈
し
て
い
る
。

明
玄
等
と
言
う
は
略
し
て
経
題
を
挙
ぐ
る
に
玄
に
一
部
を
収
む
。
ゆ
え
に

仏
欲
以
此
妙
法
等
と
云
う
な
り）

（（
（

。

天
台
大
師
が
菩
薩
に
視
点
を
当
て
て
旧
住
と
下
方
の
弘
通
と
釈
し
た
に
対

し
、
妙
楽
大
師
は
教
法
に
視
点
を
当
て
て
一
部
を
収
め
た
玄
（
要
法
）
の
付
嘱



日
蓮
聖
人
教
学
に
お
け
る
仏
法
の
弘
通
（
二
）日（
日
日
）

六

と
し
て
い
る
。
両
釈
を
総
合
す
る
と
「
遠
令
有
在
の
本
弟
子
地
涌
菩
薩
は
一
部

を
収
め
た
玄
（
要
法
）
を
娑
婆
世
界
に
弘
通
す
る
」
こ
と
に
な
る
。

日
蓮
聖
人
は
『
開
目
抄
』
に
お
い
て
宝
塔
品
の
「
付
嘱
有
在
」
を
「
第
一
の

敕
宣
」、「
令
法
久
住
」
を
「
第
二
の
鳳
詔
」、
六
難
九
易
を
「
第
三
の
諫
敕）

（（
（

」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
三
箇
の
敕
宣
」
を
釈
尊
の
厳
命
と
受
け
止
め
た
日
蓮

聖
人
は
、
涌
出
品
・
寿
量
品
・
神
力
品
等
の
経
説
を
受
け
て
、「
遠
令
有
在
の

本
弟
子
地
涌
菩
薩
が
要
法
の
題
目
を
此
土
（
娑
婆
世
界
）
に
弘
通
す
る
こ
と
の

必
然
性
」
を
確
信
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

３　

涌
出
品
の
止
召
六
義

涌
出
品
に
お
い
て
、「
釈
尊
が
他
方
の
菩
薩
の
弘
経
の
請
い
を
止
め
、
地
涌

菩
薩
を
召
出
さ
れ
た
」
こ
と
に
つ
い
て
、
天
台
大
師
は
『
法
華
文
句
』
巻
九
に

そ
の
理
由
を
詳
し
く
説
明
し
て
い
る）

（（
（

。
要
約
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

他
方
の
菩
薩
の
弘
経
を
制
止
す
る
理
由
（
止
三
。
迹
化
を
止
め
る
に
三
義

あ
り
）

①�

他
方
の
菩
薩
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
土
を
利
益
す
る
任
務
が
あ
る
。

②�

他
方
の
菩
薩
は
此
土
（
娑
婆
世
界
）
と
の
結
縁
が
浅
い
。

③�

他
方
の
菩
薩
に
任
す
と
下
方
（
地
涌
菩
薩
）
を
召
し
出
す
こ
と
が
で
き

ず
、
仏
の
久
遠
実
成
を
開
顕
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

地
涌
菩
薩
を
召
出
す
る
理
由
（
召
三
。
本
化
を
召
す
に
三
義
あ
り
）

①�

久
遠
の
弟
子
（
地
涌
菩
薩
）
に
久
遠
の
仏
の
法
を
弘
通
せ
し
め
る
。

②�

下
方
（
地
涌
菩
薩
）
は
此
土
（
娑
婆
世
界
）
と
の
結
縁
が
深
広
で
あ
る
。

③�

仏
の
久
遠
を
開
顕
（
開
近
顕
遠
）
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

止
召
の
六
義
は
前
三
後
三
の
六
釈
と
も
称
す
る
。
天
台
大
師
は
寿
量
品
・
神

力
品
を
見
通
し
て
涌
出
品
の
止
召
を
釈
し
て
い
る
。「
久
遠
の
仏
」
の
「
久
遠

の
弟
子
」
が
「
久
遠
の
法
」
を
「
結
縁
深
広
」
の
「
娑
婆
世
界
」
に
弘
通
す
る

と
の
視
点
は
、
本
仏
・
本
化
・
本
法
・
本
土
を
示
し
て
い
る
。
天
台
大
師
は
宝

塔
品
と
共
に
涌
出
品
に
「
本
門
世
界
の
必
然
」
を
見
た
の
で
あ
る
。
日
蓮
聖
人

は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
諸
遺
文
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。

『
観
心
本
尊
抄
』
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

涌
出
品
云
爾
時
他
方
国
土
諸
来
菩
薩
摩
訶
薩
過
二

八
恒
河
沙
数
一

於
二

大
衆

中
一

起
立
合
掌
作
レ

礼
而
白
レ

仏
言
世
尊
若
聴
六

我
等
於
二

仏
滅
後
一

在
二

此
娑

婆
世
界
一

勤
加
精
進
護
二

持
読
三

誦
書
四

写
供
五

養
是
経
典
一

者
当
下

於
二

此
土
一

而
広
説
上
レ

之
。
爾
時
仏
告
二

諸
菩
薩
摩
訶
薩
衆
一

止
善
男
子
不
レ

須
三

汝
等

護
二

持
此
経
一

等
云
云
。（
略
）天
台
智
者
大
師
作
二

前
三
後
三
六
釈
一

会
レ

之
。

所
詮
迹
化
・
他
方
大
菩
薩
等
以
二

我
内
証
寿
量
品
一

不
レ

可
二

授
与
一。
末
法
初

謗
法
国
悪
機
故
止
レ

之
召
二

地
涌
千
界
大
菩
薩
一

寿
量
品
肝
心
以
二

妙
法
蓮
華

経
五
字
一

令
レ

授
二

与
閻
浮
衆
生
一

也
。
又
迹
化
大
衆
非
二

釈
尊
初
発
心
弟
子

等
一

故
也
。
天
台
大
師
云
是
我
弟
子
応
レ

弘
二

我
法
一。
妙
楽
云
子
弘
二

父
法
一

有
二

世
界
益
一。
輔
正
記
云
以
二

法
是
久
成
法
一

故
付
二

久
成
之
人
一

等
云
云）
（（
（

。

涌
出
品
に
お
け
る
他
方
の
菩
薩
の
弘
経
の
請
い
と
釈
尊
の
制
止
の
経
文
を
受

け
て
、
天
台
大
師
の
「
前
三
後
三
の
六
釈
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
末
法
の
初

は
「
謗
法
の
国
」「
悪
機
」
な
る
ゆ
え
に
、「
迹
化
・
他
方
の
大
菩
薩
等
」
に
は

「
我
内
証
の
寿
量
品
」
は
授
与
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
、「
釈
尊
の
初
発
心
の
弟
子
」
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で
あ
る
「
地
涌
千
界
の
大
菩
薩
」
を
召
し
て
「
寿
量
品
の
肝
心
た
る
妙
法
蓮
華

経
の
五
字
」
を
「
閻
浮
の
衆
生
」
に
「
授
与
」
せ
し
め
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
論
証
す
る
も
の
と
し
て
、
天
台
大
師
の
『
法
華
文
句
』、
妙
楽
大
師

の
『
法
華
文
句
記
』、
道
暹
の
『
法
華
文
句
輔
正
記
』
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。『
法

華
文
句
』
は
師
弟
、『
法
華
文
句
記
』
は
父
子
、『
法
華
文
句
輔
正
記
』
は
久
成

の
人
法
に
よ
る
解
釈
で
あ
る
。
師
の
法
を
弟
子
が
弘
め
る
と
は
「
久
遠
釈
尊
の

法
を
久
遠
弟
子
で
あ
る
地
涌
菩
薩
が
弘
め
る
」、
子
が
父
の
法
を
弘
め
る
と
は

「
久
遠
の
仏
子
で
あ
る
地
涌
菩
薩
が
父
な
る
久
遠
釈
尊
の
法
を
弘
め
る
」、
法
が

久
成
な
る
ゆ
え
に
久
成
の
人
に
付
す
と
は
「
久
遠
法
を
久
遠
人
で
あ
る
地
涌
菩

薩
に
付
嘱
す
る
」
の
意
で
あ
る
。
要
約
す
れ
ば
「
久
遠
釈
尊
の
久
遠
法
を
久
遠

弟
子
で
あ
り
仏
子
で
あ
る
地
涌
菩
薩
が
弘
め
る
」
と
な
る
。
能
付
の
仏
と
所
付

の
菩
薩
の
久
遠
な
る
師
弟
・
父
子
の
関
係
と
、
所
対
の
久
遠
法
が
、
密
接
に
関

連
し
て
「
付
嘱
の
儀
」
が
成
就
し
た
の
で
あ
る
。

『
曾
日
入
道
殿
許
御
書
』
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

而
地
涌
千
界
大
菩
薩
一
住
二

於
娑
婆
世
界
一

多
塵
劫
。
二
随
二

於
釈
尊
一

自
二

久
遠
一

已
来
初
発
心
弟
子
。
三
娑
婆
世
界
衆
生
最
初
下
種
菩
薩
也
。
如
レ

是

等
宿
縁
之
方
便
超
二

過
於
諸
大
菩
薩
一。
問
曰
其
証
拠
如
何
。
法
華
第
五
涌

出
品
云
爾
時
他
方
国
土
諸
来
菩
薩
摩
訶
薩
過
二

八
恒
河
沙
数
一

乃
至
爾
時
仏

告
二

諸
菩
薩
摩
訶
薩
衆
一

止
善
男
子
。
不
レ

須
三

汝
等
護
二

持
此
経
一

等
云
云
。

天
台
云
他
方
此
土
結
縁
事
浅
。
雖
レ

欲
二

宣
授
一

必
無
二

巨
益
一

云
云
。
妙
楽

云
尚
不
三

偏
付
二

他
方
菩
薩
一。
豈
独
身
子
云
云
。
又
天
台
云
告
八
万
大
士
者

乃
至
如
三

今
下
文
召
二

於
下
方
一

尚
待
二

本
眷
属
一。
験
。
余
未
レ

堪
云
云
。
経

釈
之
心
迦
葉
・
舎
利
弗
等
一
切
声
聞
文
殊
・
薬
王
・
観
音
・
弥
勒
等
迹
化

他
方
之
諸
大
士
不
レ

堪
二

於
末
世
弘
経
一

云
也
。
経
云
我
娑
婆
世
界
自
有
二

六

万
恒
河
沙
等
菩
薩
摩
訶
薩
一。
一
一
菩
薩
各
有
二

六
万
恒
河
沙
眷
属
一。
是
諸

人
等
能
於
二

我
滅
後
一

護
持
読
誦
広
説
二

此
経
一。
仏
説
レ

是
時
娑
婆
世
界
三
千

大
千
国
土
地
皆
震
裂
而
於
二

其
中
一

有
二

無
量
千
万
億
菩
薩
摩
訶
薩
一

同
時
涌

出
。
乃
至
是
菩
薩
衆
中
有
二

四
導
師
一。
一
名
二

上
行
一

二
名
二

無
辺
行
一

三
名
二

浄
行
一

四
名
二

安
立
行
一。
於
二

其
衆
中
一

最
為
上
首
唱
導
之
師
等
云
云
。
天
台

云
是
我
弟
子
応
レ

弘
二

我
法
一

云
云
。
妙
楽
云
子
弘
二

父
法
一

云
云
。
道
暹
云

付
属
者
此
経
唯
付
二

下
方
涌
出
菩
薩
一。
何
故
爾
。
由
二

法
是
久
成
之
法
一

故

付
二

久
成
之
人
一

等
云
云
。
此
等
之
大
菩
薩
利
二

益
末
法
之
衆
生
一

猶
如
三

魚

練
レ

水
鳥
自
二

在
於
天
一。
濁
悪
之
衆
生
遇
二

此
大
士
一

殖
二

於
仏
種
一

例
如
下

水

精
之
向
レ

月
生
レ

水
孔
雀
聞
二

雷
声
一

懐
妊
上。
天
台
云
猶
如
三

百
川
応
二

須
潮
一レ

海
。
縁
牽
応
生
亦
復
如
レ

是
云
云）
（（
（

。

末
法
の
悪
世
に
地
涌
菩
薩
が
涌
出
し
て
娑
婆
世
界
に
弘
通
す
る
こ
と
の
理
由

を
、
娑
婆
結
縁
・
久
遠
来
初
発
心
弟
子
・
娑
婆
衆
生
最
初
下
種
菩
薩
と
し
、
そ

の
証
拠
を
糺
す
問
い
に
答
え
て
、
前
掲
の
『
観
心
本
尊
抄
』
と
同
じ
く
、
涌
出

品
、
天
台
大
師
の
『
法
華
文
句
』、
妙
楽
大
師
の
『
法
華
文
句
記
』、
道
暹
の
『
法

華
文
句
輔
正
記
』
等
を
挙
げ
て
証
明
さ
れ
て
い
る
。
叙
述
内
容
は
『
観
心
本
尊

抄
』
よ
り
も
詳
細
で
あ
る
。
地
涌
菩
薩
を
召
出
す
る
理
由
と
し
て
、
地
涌
菩
薩

は
、
本
眷
属
（
久
遠
本
時
の
眷
属
）、
我
弟
子
（
久
遠
仏
の
弟
子
）、
子
（
久
遠

の
父
の
子
）、
久
成
之
人
（
久
遠
の
人
）、
縁
牽
応
生
（
縁
に
牽
か
れ
て
応
生
す

る
眷
属
）
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る）

（（
（

。



日
蓮
聖
人
教
学
に
お
け
る
仏
法
の
弘
通
（
二
）日（
日
日
）

八

４　

神
力
品
の
結
要
付
嘱

神
力
品
の
「
上
行
等
の
菩
薩
へ
の
付
嘱
」
に
つ
い
て
、
天
台
大
師
は
『
法
華

文
句
』
巻
一
〇
に
「
結
要
付
嘱
」
と
釈
し
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
日
蓮
聖
人
は
『
観
心
本
尊
抄
』
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
。経

云
爾
時
仏
告
上
行
等
菩
薩
大
衆
（
略
）
以
要
言
之
如
来
一
切
所
有
之
法

如
来
一
切
自
在
神
力
如
来
一
切
秘
要
之
蔵
如
来
一
切
甚
深
之
事
皆
於
此
経

宣
示
顕
説
等
云
云
。
天
台
云
従
二

爾
時
仏
告
上
行
一

下
第
三
結
要
付
属
云

云）
（（
（

。

神
力
品
の
文
を
受
け
て
天
台
大
師
の
『
法
華
文
句
』
の
釈
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。
宝
塔
品
の
勅
宣
、
涌
出
品
の
地
涌
召
出
、
寿
量
品
の
顕
本
、
神
力
品
の
付

嘱
と
い
う
仏
滅
後
の
法
華
経
を
決
定
づ
け
る
虚
空
会
の
経
説
を
、
日
蓮
聖
人
は

天
台
大
師
等
の
解
釈
に
添
っ
て
受
け
止
め
、
末
法
為
正
・
本
門
為
体
の
視
点
か

ら
体
系
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

四　

む
す
び

仏
法
の
相
承
を
示
す
付
法
蔵
は
、
摩
訶
摩
耶
経
・
大
悲
華
経
・
付
法
蔵
経

（『
付
法
蔵
因
縁
伝
』）
な
ど
に
よ
っ
て
、
具
体
的
な
歴
史
上
の
人
々
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。
日
蓮
聖
人
は
こ
れ
を
仏
の
未
来
記
と
し
て
受
容
し
、
仏
語
の
真
実

性
を
表
す
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

ま
た
、
釈
尊
と
そ
の
弟
子
お
よ
び
付
法
蔵
の
人
々
が
、
数
数
の
難
に
値
遇
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
仏
法
弘
通
者
は
値
難
と
共
に
あ
る
と
し
、
値
難
を
も
っ
て

真
実
の
弘
法
者
と
さ
れ
て
い
る
。
日
蓮
聖
人
の
「
法
華
経
の
行
者
」
と
し
て
の

確
信
は
、
こ
の
よ
う
な
「
弘
教
と
値
難
の
体
験
」
を
基
盤
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。付

法
蔵
が
歴
史
上
の
人
物
の
仏
法
相
承
で
あ
る
に
対
し
、
付
嘱
は
法
華
経
虚

空
会
の
儀
相
に
よ
る
釈
尊
と
本
弟
子
地
涌
菩
薩
と
の
弘
教
の
約
束
で
あ
る
。
仏

滅
後
末
法
の
弘
通
者
と
し
て
の
位
置
づ
け
は
ひ
と
え
に
付
嘱
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。日

蓮
聖
人
が
、
法
華
経
虚
空
会
に
お
け
る
「
本
化
の
誓
言
と
釈
尊
の
付
嘱
」

を
釈
尊
に
よ
る
「
滅
後
の
法
華
経
」
と
し
て
受
け
止
め
た
の
は
、
天
台
大
師
・

妙
楽
大
師
等
の
解
釈
に
基
づ
い
て
い
る
。
と
く
に
見
宝
塔
品
・
従
地
涌
出
品
を

如
来
寿
量
品
・
如
来
神
力
品
の
経
意
を
受
け
て
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日

蓮
聖
人
は
こ
れ
を
「
付
嘱
の
大
事
」
と
認
識
し
、
そ
の
具
現
を
確
信
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

日
蓮
聖
人
は
、
正
像
末
三
時
に
お
け
る
仏
法
弘
通
の
次
第
を
、
涅
槃
経
の
人

四
依
の
説
示
に
立
脚
し
、
歴
史
上
の
付
法
蔵
と
法
華
経
の
虚
空
会
説
法
（
付
嘱

の
大
事
）
と
に
よ
っ
て
、
総
合
的
に
体
系
付
け
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
ひ
い
て
は

日
蓮
聖
人
の
仏
教
史
観
、
法
華
経
史
観
の
骨
格
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
日
蓮

聖
人
が
仏
教
の
体
系
を
図
示
さ
れ
た
各
種
の
一
代
五
時
図
は
、
そ
の
概
要
を
系

統
立
て
て
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
撰
時
抄
』『
報
恩
抄
』
等
を
初
め

と
す
る
諸
遺
文
に
叙
述
さ
れ
る
三
国
仏
教
史
は
、
こ
の
綱
格
に
基
づ
い
て
展
開

さ
れ
て
い
る
。



身
延
山
大
学
仏
教
学
部
紀
要
第
二
十
一
号　

令
和
二
年
十
月

九

註（
1
）　

摩
訶
摩
耶
経
。
釈
雲
景
訳
。
仏
滅
後
の
仏
法
に
関
す
る
説
示
中
に
弘
法
者
と

し
て
馬
鳴
・
龍
樹
の
名
前
が
見
ら
れ
る
。
日
蓮
聖
人
は
仏
説
と
し
て
受
容
さ
れ
て

い
る
。

（
2
）　

大
悲
華
経
と
も
称
す
る
。
那
連
提
耶
舎
訳
。
仏
が
涅
槃
に
臨
み
仏
法
の
付
嘱

と
仏
滅
後
の
弘
通
者
に
つ
い
て
説
示
す
る
。
日
蓮
聖
人
は
仏
説
と
し
て
受
容
さ
れ

て
い
る
。

（
3
）　

元
魏
延
興
二
年（
四
七
二
）、
吉
伽
夜
・
曇
曜
の
共
訳
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、

阿
育
王
経
・『
龍
樹
菩
薩
伝
』・『
馬
鳴
菩
薩
伝
』・『
提
婆
菩
薩
伝
』
な
ど
か
ら
の
引

用
や
改
編
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
日
で
は
偽
撰
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
天
台
大
師

の
『
摩
訶
止
観
』
は
『
付
法
蔵
因
縁
伝
』
の
二
十
三
祖
に
末
田
地
を
加
え
て
二
十

四
祖
と
す
る
。
天
台
大
師
や
日
蓮
聖
人
は
仏
説
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
る
。

（
4
）　
『
昭
定
』
五
六
〇
頁
・
曾
。

（
5
）　
『
昭
定
』
五
九
三
頁
・
曾
。

（
6
）　
『
昭
定
』
一
五
八
八
頁
・
真
。

（
7
）　
『
昭
定
』
一
八
五
一
頁
・
断
。

（
8
）　
『
昭
定
』
五
〇
七
頁
・
真
。

（
9
）　
『
昭
定
』
五
九
九
～
六
〇
〇
頁
・
曾
。

（
10
）　
『
昭
定
』
一
二
四
四
～
一
二
四
六
頁
・
曾
・
断
。

（
11
）　
『
昭
定
』
八
六
六
～
八
六
七
頁
・
曾
・
断
。

（
12
）　
『
正
蔵
』
第
三
四
巻
一
一
三
頁
ａ
。
原
漢
文
。

（
13
）　
『
昭
定
』
五
七
一
～
五
七
二
頁
・
曾
。

（
14
）　
『
正
蔵
』
第
三
四
巻
一
一
四
頁
ｂ
。
原
漢
文
。

（
15
）　
『
正
蔵
』
第
三
四
巻
三
一
一
頁
ａ
。
原
漢
文
。

（
16
）　
『
昭
定
』
五
八
二
～
五
八
三
頁
・
曾
。

（
17
）　
『
正
蔵
』
第
三
四
巻
一
二
四
頁
ｃ
。

（
18
）　
『
昭
定
』
七
一
五
～
七
一
六
頁
・
真
。

（
19
）　
『
昭
定
』
九
〇
三
～
九
〇
四
頁
・
真
。

（
20
）　
「
本
眷
属
」「
縁
牽
応
生
」
は
『
法
華
玄
義
』
の
本
眷
属
妙
を
釈
す
る
中
に
見

ら
れ
る
（『
正
蔵
』
第
三
三
巻
七
五
六
頁
ｃ
）。
久
遠
釈
尊
と
久
遠
本
時
に
縁
を
結

ん
だ
本
弟
子
（
地
涌
菩
薩
）
の
こ
と
で
、
衆
生
を
済
度
す
る
た
め
に
応
生
す
る
（
衆

生
済
度
の
必
要
に
応
じ
て
出
現
す
る
）。

（
21
）　
『
昭
定
』
七
一
七
～
七
一
八
頁
・
真
。

一　

日
蓮
聖
人
遺
文
は
立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
所
編
『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人

遺
文
』（
身
延
山
久
遠
寺
発
行
）
に
よ
る
。

二　

日
蓮
聖
人
遺
文
の
真
蹟
・
写
本
等
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
表
記
し
た
。

真　
　

真
蹟
現
存
遺
文

曾　
　

真
蹟
曾
存
遺
文

断　
　

真
蹟
断
片
現
存
遺
文

断
簡　

真
蹟
断
簡
現
存
遺
文

写　
　

直
弟
写
本
現
存
遺
文

三　

引
用
書
名
の
略
称
は
次
の
と
お
り
表
記
し
た
。



日
蓮
聖
人
教
学
に
お
け
る
仏
法
の
弘
通
（
二
）日（
日
日
）

一
〇

『
昭
定
』　
『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』

『
正
蔵
』　
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
日
蓮
聖
人
教
学　

仏
法　

四
依
の
菩
薩　

付
法
蔵　

付
嘱　

証
前
起
後

　

止
召
六
義　

天
台
大
師　

法
華
経
の
行
者　

値
難


